
○実施要領「第１部」の実施体制

（注）環境省の承認を得た上で、実施体制の一部を変更して事業を実施することもありうる。

（独）国立環境研究所
・実証試験方法の技術開
発

環境技術実証モデル事業
検討会
・モデル事業実施に関する事項の
検討・助言

分野別ワーキンググループ
（ＷＧ）

・分野毎の技術実証に関する事項
の検討・助言

データベース運営機関
（（財）環境情報普及センター）
・実証試験結果報告書等成果の
データベース作成

・公募情報等その他関連情報の
データベース作成

・データベースの運営・管理・公表

技術実証委員会
・実証事業の実施に関す
る事項の検討・助言

実証機関
（地方公共団体、公益法人、ＮＰＯ法人
複数設置可能）
・対象技術の公募・選定
・実証試験計画の策定
・実証試験の実施
・実証試験結果報告書の作成

実証申請者
（開発者、販売店等）
・実証機関への申請
（実証試験要領にもとづく実証申請
書記入と必要書類添付）

・ロゴマークの使用

環境省
・モデル事業全体のマネジメント
・実施要領の策定
・実証対象技術分野の選定
・分野別の事業の運営や助言
・実証試験要領の策定
・実証機関の選定
・実証対象技術及び実証試験結
果報告書の承認

・ロゴマークの交付
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○実施要領「第１部」の事業の流れ

事業の流れ事業の流れ 実施主体実施主体

「対象技術分野」の選定

『実証試験要領』の策定

「データベース」
への登録・公表

必要に応じ『実証試験計画』の策定

「対象技術」の公募・審査／承認

「実証試験」の実施

「実証機関」の公募・選定

『実証試験結果報告書』の作成／承認

「ロゴマーク」の
交付／使用

環境省・環境技術実証モデル事業
検討会

環境省・分野別ＷＧ

環境省・データベース運営機関

実証機関・技術実証委員会

実証機関・技術実証委員会／環境省

実証機関

環境省・分野別ＷＧ

実証機関・技術実証委員会／環境省

環境省／実証申請者



○実施要領「第２部」の実施体制

（注）環境省の承認を得た上で、実施体制の一部を変更して事業を実施することもありうる。

（独）国立環境研究所
・実証試験方法の技術開
発

環境技術実証モデル事業
検討会
・モデル事業実施に関する事項の
検討・助言

分野別ワーキンググループ
（ＷＧ）

・分野毎の技術実証に関する事項
の検討・助言

データベース運営機関
（（財）環境情報普及センター）
・実証試験結果報告書等成果
のデータベース作成

・公募情報等その他関連情報
のデータベース作成

・データベースの運営・管理・
公表

技術実証委員会
・実証事業の実施に関する事項の
検討・助言

実証機関
（地方公共団体、公益法人、ＮＰＯ法人
複数設置可能）
・実証手数料の詳細額の策定
・対象技術の公募・審査
・実証試験計画の策定
・実証試験の実施
・実証試験結果報告書の作成

実証運営機関
（公益法人・ＮＰＯ法人、当面分野毎に
１機関）
・実証試験要領の作成
・実証機関の選定
・実証機関への実証試験の委託
・実証手数料の項目の設定
・対象技術の承認
・実証手数料の徴収
・実証試験方法の技術開発

実証申請者
（開発者、販売店等）
・実証機関への申請
（実証試験要領にもとづく実証申
請書記入と必要書類添付）

・実証手数料の納付
・ロゴマークの使用

環境省
・モデル事業全体のマネジ
メント

・実証対象技術分野の選定
・実証運営機関の選定
・実証試験方法の技術開発
・実証試験結果報告書等の
承認

・ロゴマークの交付



○実施要領「第２部」の事業の流れ

事業の流れ事業の流れ 実施主体実施主体

「実証運営機関」の公募・選定

『実証試験要領』の策定／承認

「データベース」
への登録・公表

必要に応じ『実証試験計画』の策定

「対象技術」の公募・審査／承認

手数料の納付／「実証試験」の実施

「実証機関」の公募・選定／承認

『実証試験結果報告書』の作成／承認

「ロゴマーク」の
交付／使用

環境省・環境技術実証モデル事業
検討会

実証運営機関・分野別ＷＧ／環境省

環境省・データベース運営機関

実証機関・技術実証委員会

実証機関・技術実証委員会／実証運
営機関

実証申請者／実証機関

実証運営機関・分野別ＷＧ／環境省

実証機関・技術実証委員会／環境省

環境省／実証申請者


